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【 請 求 項 １ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に お い て 、 値 付 き の 属 性 を 有 す る 商 品 説 明 と 一 致 す る 値 付 き の 属
性 を 有 す る 商 品 定 義 を 識 別 す る 方 法 で あ っ て 、
　 商 品 定 義 と 商 品 説 明 と の 間 の 前 記 属 性 の 値 の 類 似 性 に 基 づ い て 類 似 度 を ど の よ う に 生 成
す る か を 指 定 す る １ つ ま た は 複 数 の 規 定 を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 複 数 の 商 品 定 義 の 各 々 に つ い て 、 前 記 規 定 に 従 っ て 前 記 商 品 定 義 と 前 記 商 品 説 明 と の 類
似 度 を 生 成 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 商 品 定 義 を 前 記 一 致 す る 商 品 説 明 と し て 選 択 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 商 品 定 義
の 生 成 さ れ た 類 似 度 が 前 記 商 品 説 明 に 最 も 似 て い る こ と を 示 す ス テ ッ プ と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 規 定 は 、 複 数 の 属 性 の 前 記 値 の 類 似 性 に 基 づ い て 、 類 似 度 を ど の よ う に 生 成 す る か
を 示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 規 定 は １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ を 含 み 、 前 記 １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ の 各 々 は
フ ィ ル タ 類 似 度 を ど の よ う に 生 成 す る か を 指 定 し 、 前 記 商 品 定 義 の 類 似 度 は 、 前 記 商 品 定
義 が 前 記 商 品 説 明 に 最 も 似 て い る こ と を 示 す 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 そ の 属 性 の 属 性 類 似 度 を 生 成 し 、 前 記 生 成 さ れ た 属 性 類 似 度 を ど の よ
う に 結 合 す る か を 指 定 し て フ ィ ル タ 類 似 度 を 生 成 す る 、 １ つ ま た は 複 数 の 属 性 の 属 性 採 点
手 法 を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 属 性 の 最 低 点 を 指 定 し 、 前 記 最 低 点 が 満 た さ れ な い と き 、 前 記 フ
ィ ル タ の 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 は 類 似 性 が な い こ と を 示 す よ う に 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。



【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 前 記 属 性 が 前 記 商 品 定 義 ま た は 前 記 商 品 説 明 に 存 在 し て な い と き
、 類 似 性 は な い こ と を 示 す よ う に 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 が 設 定 さ れ る こ と を 指 定 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 前 記 属 性 の 値 が 前 記 商 品 定 義 ま た は 前 記 商 品 説 明 に お い て 有 効 で
は な い と き 、 類 似 性 は な い こ と を 示 す よ う に 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 が 設 定 さ れ る こ と を 指 定
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 そ の 属 性 の 前 記 属 性 類 似 度 を 他 の 属 性 の 前 記 属 性 類 似 度 に 結 合 す
る と き に 使 用 す べ き 重 み 付 け を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は フ ィ ル タ 類 似 度 閾 値 を 示 し 、 前 記 フ ィ ル タ に 従 っ て 生 成 さ れ た 前 記 フ ィ
ル タ 類 似 度 が 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 閾 値 を 満 た す と き 、 前 記 商 品 定 義 は 前 記 商 品 説 明 に 一 致
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 閾 値 を 超 え る フ ィ ル タ 類 似 度 を 識 別 す べ き 最 大 数
の 商 品 定 義 を 示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 規 定 は １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ を 含 み 、 前 記 １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ の 各 々 は
前 記 商 品 説 明 に 似 て い る 商 品 定 義 を ど の よ う に 識 別 す る か を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 一 致 に 必 要 な そ の フ ィ ル タ の 前 記 類 似 度 閾 値 を 示 す フ ィ ル タ 類 似 度 閾
値 を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 前 記 フ ィ ル タ に 基 づ い て 一 致 と し て 識 別 さ れ る 最 大 数 の 商 品 定 義 を 指
定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 商 品 説 明 に 潜 在 的 に 一 致 す る と 見 な さ れ る 商 品 定 義 の 潜 在 的 に 一 致 す る 類 似 度 閾 値
を 提 供 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 複 数 の 商 品 定 義 が 一 致 し て い る こ と を 示 す 類 似 度 を 有 す る と き 、 該 商 品 定 義 と 、 あ い ま
い 一 致 と な る 商 品 定 義 と を 識 別 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 属 性 の 各 イ ン デ ッ ク ス が そ の 属 性 の 値 を 商 品 定 義 に 割 り 当 て る 、 属 性 の イ ン デ ッ ク ス を
生 成 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 イ ン デ ッ ク ス を 使 用 し て 商 品 定 義 候 補 を 識 別 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 規 定 は 、 前 記 商 品 定 義 候 補 を 識 別 す る た め の 基 準 を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 商 品 説 明 を 商 品 定 義 に 一 致 さ せ る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム で あ っ て 、
　 商 品 説 明 の 商 品 定 義 候 補 を 識 別 し 、 商 品 定 義 候 補 の 類 似 度 を 計 算 し 、 前 記 類 似 度 に 基 づ
い て 、 商 品 説 明 に 一 致 し 、 ま た は 潜 在 的 に 一 致 す る 商 品 定 義 候 補 を 示 す 照 合 エ ン ジ ン サ ブ
シ ス テ ム と 、
　 ユ ー ザ が 潜 在 的 に 一 致 す る 商 品 定 義 を 商 品 説 明 に 一 致 す る も の と 指 定 す る 手 動 照 合 サ ブ
シ ス テ ム と
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　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 商 品 定 義 候 補 が １ つ だ け 前 記 商 品 説 明 に 一 致 す る も の と し て 示 さ れ る と 、 そ の 商 品 定 義
候 補 を 前 記 商 品 説 明 に 一 致 す る も の と 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の コ ン
ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 手 動 照 合 サ ブ シ ス テ ム は 、 前 記 ユ ー ザ が 、 ２ つ 以 上 の 一 致 す る 商 品 定 義 の う ち の １
つ を 前 記 商 品 説 明 に 一 致 す る も の と し て 指 定 す る こ と が で き る よ う 構 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 照 合 エ ン ジ ン サ ブ シ ス テ ム は 、 前 記 類 似 度 の 計 算 に 規 定 を 使 用 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 規 定 は 、 商 品 説 明 お よ び 商 品 定 義 の 異 な る 属 性 に 基 づ い て 類 似 度 を 計 算 す る 採 点 測
定 基 準 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 採 点 測 定 基 準 は 、 異 な る 属 性 の 類 似 度 を ど の よ う に 結 合 す る か を 指 定 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 属 性 の 類 似 度 は 、 そ の 結 合 の た め の 重 み が 割 り 当 て ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
２ ３ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 照 合 エ ン ジ ン サ ブ シ ス テ ム は 、 商 品 定 義 に 属 性 の イ ン デ ッ ク ス を 使 用 し て 、 商 品 定
義 候 補 を 識 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 前 記 商 品 説 明 は 店 舗 が 在 庫 と し て 有 す る 製 品 を 指 定 し 、 前 記 商 品 定 義 は 製 品 の カ タ ロ グ
内 の エ ン ト リ に 対 応 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 商 品 定 義 と 商 品 説 明 と の 類 似 性 に 基 づ い て 類 似 度 を ど の よ う に 生 成 す る か を 指 定 す る １
つ ま た は 複 数 の 規 定 を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 複 数 の 商 品 定 義 の 各 々 に つ い て 、 前 記 規 定 に 従 っ て 前 記 商 品 定 義 と 前 記 商 品 説 明 の 類 似
度 を 生 成 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 商 品 定 義 を 前 記 一 致 す る 商 品 説 明 と し て 選 択 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 商 品 定 義
の 生 成 さ れ た 類 似 度 は 、 前 記 商 品 説 明 に 最 も 類 似 す る こ と を 示 す ス テ ッ プ と
　 を 備 え た 方 法 に よ っ て 商 品 説 明 に 一 致 す る 商 品 定 義 を 識 別 す る 命 令 を 含 む こ と を 特 徴 と
す る コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 前 記 商 品 定 義 お よ び 商 品 説 明 は 値 付 き の 属 性 を 有 し 、 前 記 規 定 は 、 前 記 商 品 定 義 と 前 記
商 品 説 明 と の 間 の 前 記 属 性 の 前 記 値 の 類 似 性 に 基 づ い て 類 似 度 を ど の よ う に 生 成 す る か を
示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 前 記 規 定 は 、 複 数 の 属 性 の 前 記 値 の 類 似 性 に 基 づ い て 、 類 似 度 を ど の よ う に 生 成 す る か
を 示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 前 記 規 定 は １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ を 含 み 、 前 記 １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ の 各 々 は
フ ィ ル タ 類 似 度 を ど の よ う に 生 成 す る か を 指 定 し 、 前 記 商 品 定 義 の 類 似 度 は 、 前 記 商 品 定
義 が 前 記 商 品 説 明 に 最 も 類 似 す る こ と を 示 す 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ２ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 前 記 商 品 定 義 お よ び 商 品 説 明 は 値 付 き の 属 性 を 有 し 、
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　 前 記 フ ィ ル タ は 、
　 　 そ の 属 性 の 属 性 類 似 度 を 生 成 し 、 前 記 生 成 さ れ た 属 性 類 似 度 を ど の よ う に 結 合 す る か
を 指 定 し て フ ィ ル タ 類 似 度 を 生 成 す る 、 １ つ ま た は 複 数 の 属 性 の 属 性 採 点 手 法 を 指 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 属 性 の 最 低 点 を 指 定 し 、 前 記 最 低 点 が 満 た さ れ な い と き 、 前 記 フ
ィ ル タ の 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 は 類 似 性 が な い こ と を 示 す よ う に 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ３ １ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 前 記 属 性 が 前 記 商 品 定 義 ま た は 前 記 商 品 説 明 に 存 在 し て な い と き
、 類 似 性 は な い こ と を 示 す よ う に 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 が 設 定 さ れ る こ と を 指 定 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ３ １ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 前 記 属 性 採 点 手 法 は 、 前 記 属 性 の 値 が 前 記 商 品 定 義 ま た は 前 記 商 品 説 明 に お い て 有 効 で
は な い と き 、 類 似 性 は な い こ と を 示 す よ う に 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 が 設 定 さ れ る こ と を 指 定
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ３ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 前 記 属 性 採 点 技 術 は 、 そ の 属 性 の 前 記 属 性 類 似 度 を 他 の 属 性 の 前 記 属 性 類 似 度 に 結 合 す
る と き に 使 用 す べ き 重 み 付 け を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ １ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー
タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 フ ィ ル タ 類 似 度 閾 値 を 示 し 、 前 記 フ ィ ル タ に 従 っ て 生 成 さ れ た 前 記 フ
ィ ル タ 類 似 度 が 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 閾 値 を 満 た す と き 、 前 記 商 品 定 義 は 前 記 商 品 説 明 に 一
致 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ５ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 前 記 フ ィ ル タ 類 似 度 閾 値 を 超 え る フ ィ ル タ 類 似 度 を 識 別 す べ き 最 大 数
の 商 品 定 義 を 示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ６ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
　 前 記 規 定 は １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ を 含 み 、 前 記 １ つ ま た は 複 数 の フ ィ ル タ の 各 々 は
前 記 商 品 説 明 に 類 似 す る 商 品 定 義 を ど の よ う に 識 別 す る か を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ２ ７ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ９ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 一 致 す る た め に 必 要 な そ の フ ィ ル タ の 前 記 類 似 度 閾 値 を 示 す フ ィ ル タ
類 似 度 閾 値 を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体
。
【 請 求 項 ４ ０ 】
　 前 記 フ ィ ル タ は 、 前 記 フ ィ ル タ に 基 づ い て 一 致 す る も の と し て 識 別 さ れ る 最 大 数 の 商 品
定 義 を 指 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ４ １ 】
　 前 記 商 品 説 明 に 潜 在 的 に 一 致 す る と 見 な さ れ る 商 品 定 義 の 潜 在 的 に 一 致 す る 類 似 度 閾 値
を 提 供 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読
取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ４ ２ 】
　 複 数 の 商 品 定 義 が 一 致 を 示 す 類 似 度 を 有 す る と き 、 当 該 商 品 定 義 と 、 あ い ま い 一 致 と な
る 商 品 定 義 と を 識 別 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の コ
ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
【 請 求 項 ４ ３ 】
　 前 記 商 品 定 義 お よ び 商 品 説 明 は 値 付 き の 属 性 を 有 し 、
　 前 記 属 性 の 各 イ ン デ ッ ク ス が そ の 属 性 の 値 を 商 品 定 義 に 割 り 当 て る 、 属 性 の イ ン デ ッ ク
ス を 生 成 す る ス テ ッ プ と 、
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　 前 記 イ ン デ ッ ク ス を 使 用 し て 商 品 定 義 候 補 を 識 別 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 媒 体 。
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